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R8.4.1 

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

				2		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

								農地を再生するための抜根に係る経費 ノウチサイセイバッコンカカケイヒ		10aあたり50,000円以内 エンイナイ		実際の経費と補助経費の低い額 ジッサイケイヒホジョケイヒヒクガク		・要農委意見書

				3		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

								3名以上の団体が景観作物の栽培に係る経費 メイイジョウダンタイケイカンサクモツサイバイカカケイヒ		10aあたり50,000円以内 エンイナイ		実際の経費と補助経費の低い額 ジッサイケイヒホジョケイヒヒクガク		・要農委意見書

				4		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の50％以内
（3戸以上で共同設置は60％以内） シザイヒイナイコイジョウキョウドウセッチイナイ		150,000円
（3戸以上の共同設置は設置者数に150,000円を乗じた額）		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				5		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ		R2廃止 ハイシ

				5		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
就農開始後３年間 シュウノウカイシゴネンカン				・喬木村により青年等就農計画が認定され就農していること。
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。 タカギムラセイネントウシュウノウケイカクニンテイシュウノウ

				6		帰農塾受講助成 カエノウジュクジュコウジョセイ		県及びJAが実施する帰農塾受講費用の助成 ケンオヨジッシカエノウジュクジュコウヒヨウジョセイ		１戸あたり受講料相当額 コジュコウリョウソウトウガク				受講修了証（写し）の添付が必要 ジュコウシュウリョウショウウツテンプヒツヨウ

						農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				7		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				8		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				9		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

				10		環境モニタリング機器導入費用補助金 カンキョウキキドウニュウヒヨウホジョキン		環境モニタリング機器導入に係る経費 カンキョウキキドウニュウカカケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		100,000円		・要農委意見書

				11		農業用機械購入補助金 ノウギョウヨウキカイコウニュウホジョキン		認定農業者又は10a以上農地を所有（貸借）している50歳以上の農業者が農業用機械購入に係る経費 ニンテイノウギョウシャマタイジョウノウチショユウタイシャクサイイジョウノウギョウシャノウギョウヨウキカイコウニュウカカケイヒ		事業費の10％以内 ジギョウヒイナイ		200,000円 エン		・事業費300,000円以上の機械を補助対象とする。
・車両は農業用小型特殊車両に限る。 ジギョウヒエンイジョウキカイホジョタイショウシャリョウノウギョウヨウコガタトクシュシャリョウカギ

				12		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		パイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） コウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20％以内。
ただし、認定農業者の場合は30％以内。		300,000円。
ただし、認定農業者の場合は500,000円（中山間地域等の場合は1,000,000円）		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう
・中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう

				13		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

				15		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				14		農作物災害緊急対策事業 ノウサクブツサイガイキンキュウタイサクジギョウ		村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代 ムラベツサダシゼンサイガイヒサイノウサクブツキンキュウボウジョヨウヤクヒンダイ		薬品代の４分の１以内 ヤクヒンダイブンイナイ

				15		果樹共済
加入推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				16		農業経営収入保険
加入促進対策 シュウニュウホケンカニュウソクシンタイサク		農業経営収入保険に係る掛捨て保険料に要する経費 カカカケスホケンリョウヨウケイヒ		掛捨て保険料の30％以内 カケスホケンリョウイナイ		※100円未満切捨 エン

				17		園芸施設共済
加入促進対策 エンゲイシセツキョウサイカニュウソクシンタイサク		園芸施設共済に係る共済掛金・賦課金の経費 エンゲイシセツキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				18		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				19		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				20		豚熱ワクチン接種支援事業 ブタネツセッシュシエンジギョウ		豚熱ワクチン接種にかかる手数料（家畜伝染病予防法に基づく手数料） ブタネツセッシュテスウリョウカチクデンセンビョウヨボウホウモトテスウリョウ		接種手数料の50％以内 セッシュテスウリョウイナイ				・村の住民基本台帳に登録され、村内に居住していること
・豚熱ワクチン「注射申請書」（写し）の添付が必要 ムラジュウミンキホンダイチョウトウロクソンナイキョジュウブタネツチュウシャシンセイショウツテンプヒツヨウ

				21		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				22		遊休地草刈耕起委託費用		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続することを前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費		10a当たり3,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額		対象農用地が概ね1a以上
・要農委意見書
・半年ごと農業委員会による状況確認

				23		営農支援		営農団体が有する施設の更新に要する経費		事業費の10％以内		1,000,000円

				24		営農団体種子購入費用		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費		種子費用の30％以内		30,000円		対象農用地がおおむね10a以上
・要農委意見書
・村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう。

				25		営農団体設立支援		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定(賃借権)した農用地に係る経費		10a当たり50,000円以内		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		・営農計画が村(農業振興協議会)に認定されること。
・要農委意見書
・年1回農業委員会における活動発表を行う。

				26		農業経営の基盤強化		認定農業者が農業経営の規模拡大及び効率化を図るための借入金の償還に係る経費		利子補給年利1.25％以内
利子補給対象期間25年以内				県が利子助成承認をしたものに限る。

										お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

						【空き屋住宅改修補助金】

						空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



R7.4.1

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

				2		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

								農地を再生するための抜根に係る経費 ノウチサイセイバッコンカカケイヒ		10aあたり50,000円以内 エンイナイ		実際の経費と補助経費の低い額 ジッサイケイヒホジョケイヒヒクガク		・要農委意見書

				3		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

								3名以上の団体が景観作物の栽培に係る経費 メイイジョウダンタイケイカンサクモツサイバイカカケイヒ		10aあたり50,000円以内 エンイナイ		実際の経費と補助経費の低い額 ジッサイケイヒホジョケイヒヒクガク		・要農委意見書

				4		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の50%以内 シザイヒ		150,000円（3戸以上300,000） エンコイジョウ		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				5		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ		R2廃止 ハイシ

				5		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
就農開始後３年間 シュウノウカイシゴネンカン				・喬木村により青年等就農計画が認定され就農していること。
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。 タカギムラセイネントウシュウノウケイカクニンテイシュウノウ

				6		帰農塾受講助成 カエノウジュクジュコウジョセイ		県及びJAが実施する帰農塾受講費用の助成 ケンオヨジッシカエノウジュクジュコウヒヨウジョセイ		１戸あたり受講料相当額 コジュコウリョウソウトウガク				受講修了証（写し）の添付が必要 ジュコウシュウリョウショウウツテンプヒツヨウ

						農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				7		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				8		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				9		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

				10		環境モニタリング機器導入費用補助金 カンキョウキキドウニュウヒヨウホジョキン		環境モニタリング機器導入に係る経費 カンキョウキキドウニュウカカケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		100,000円		・要農委意見書

				11		農業用機械購入補助金 ノウギョウヨウキカイコウニュウホジョキン		認定農業者又は10a以上農地を所有（貸借）している50歳以上の農業者が農業用機械購入に係る経費 ニンテイノウギョウシャマタイジョウノウチショユウタイシャクサイイジョウノウギョウシャノウギョウヨウキカイコウニュウカカケイヒ		事業費の10％以内 ジギョウヒイナイ		200,000円 エン		・事業費300,000円以上の機械を補助対象とする。
・車両は農業用小型特殊車両に限る。 ジギョウヒエンイジョウキカイホジョタイショウシャリョウノウギョウヨウコガタトクシュシャリョウカギ

				12		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。
ただし、設置面積が8ａ以上(中山間地域等の場合は5a以上)であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。 チュウサンカンチイキトウバアイイジョウ		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円（中山間地域等の場合は1,000,000円）		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう
・中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう

				13		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

				15		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				14		農作物災害緊急対策事業 ノウサクブツサイガイキンキュウタイサクジギョウ		村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代 ムラベツサダシゼンサイガイヒサイノウサクブツキンキュウボウジョヨウヤクヒンダイ		薬品代の４分の１以内 ヤクヒンダイブンイナイ

				15		果樹共済
加入推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				16		農業経営収入保険
加入促進対策 シュウニュウホケンカニュウソクシンタイサク		農業経営収入保険に係る掛捨て保険料に要する経費 カカカケスホケンリョウヨウケイヒ		掛捨て保険料の30％以内 カケスホケンリョウイナイ		※100円未満切捨 エン

				17		園芸施設共済
加入促進対策 エンゲイシセツキョウサイカニュウソクシンタイサク		園芸施設共済に係る共済掛金・賦課金の経費 エンゲイシセツキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				18		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				19		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				20		豚熱ワクチン接種支援事業 ブタネツセッシュシエンジギョウ		豚熱ワクチン接種にかかる手数料（家畜伝染病予防法に基づく手数料） ブタネツセッシュテスウリョウカチクデンセンビョウヨボウホウモトテスウリョウ		接種手数料の50％以内 セッシュテスウリョウイナイ				・村の住民基本台帳に登録され、村内に居住していること
・豚熱ワクチン「注射申請書」（写し）の添付が必要 ムラジュウミンキホンダイチョウトウロクソンナイキョジュウブタネツチュウシャシンセイショウツテンプヒツヨウ

				21		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				22		遊休地草刈耕起委託費用		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続することを前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費		10a当たり3,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額		対象農用地が概ね1a以上
・要農委意見書
・半年ごと農業委員会による状況確認

				23		営農支援		営農団体が有する施設の更新に要する経費		事業費の10％以内		1,000,000円

				24		営農団体種子購入費用		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費		種子費用の30％以内		30,000円		対象農用地がおおむね10a以上
・要農委意見書
・村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう。

				25		営農団体設立支援		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定(賃借権)した農用地に係る経費		10a当たり50,000円以内		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		・営農計画が村(農業振興協議会)に認定されること。
・要農委意見書
・年1回農業委員会における活動発表を行う。

				26		農業経営の基盤強化		認定農業者が農業経営の規模拡大及び効率化を図るための借入金の償還に係る経費		利子補給年利1.25％以内
利子補給対象期間25年以内				県が利子助成承認をしたものに限る。

										お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

						【空き屋住宅改修補助金】

						空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



R6.4.1 

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

				2		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

				3		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

				4		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の50%以内 シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

						新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ		R2廃止 ハイシ

				5		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
就農開始後３年間 シュウノウカイシゴネンカン				・喬木村により青年等就農計画が認定され就農していること。
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。 タカギムラセイネントウシュウノウケイカクニンテイシュウノウ

				6		帰農塾受講助成 カエノウジュクジュコウジョセイ		県及びJAが実施する帰農塾受講費用の助成 ケンオヨジッシカエノウジュクジュコウヒヨウジョセイ		１戸あたり受講料相当額 コジュコウリョウソウトウガク				受講修了証（写し）の添付が必要 ジュコウシュウリョウショウウツテンプヒツヨウ

				7		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				8		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

						農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

						営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

						営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				9		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				10		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

				11		環境モニタリング機器導入費用補助金 カンキョウキキドウニュウヒヨウホジョキン		環境モニタリング機器導入に係る経費 カンキョウキキドウニュウカカケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		100,000円		・要農委意見書

				12		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。
ただし、設置面積が8ａ以上(中山間地域等の場合は5a以上)であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。 チュウサンカンチイキトウバアイイジョウ		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円（中山間地域等の場合は1,000,000円）		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう
・中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう

				13		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

						防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				14		農作物災害緊急対策事業 ノウサクブツサイガイキンキュウタイサクジギョウ		村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代 ムラベツサダシゼンサイガイヒサイノウサクブツキンキュウボウジョヨウヤクヒンダイ		薬品代の４分の１以内 ヤクヒンダイブンイナイ

				15		果樹共済
加入推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				16		農業経営収入保険
加入促進対策 シュウニュウホケンカニュウソクシンタイサク		農業経営収入保険に係る掛捨て保険料に要する経費 カカカケスホケンリョウヨウケイヒ		掛捨て保険料の30％以内 カケスホケンリョウイナイ		※100円未満切捨 エン

				17		園芸施設共済
加入促進対策 エンゲイシセツキョウサイカニュウソクシンタイサク		園芸施設共済に係る共済掛金・賦課金の経費 エンゲイシセツキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				18		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				19		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				20		豚熱ワクチン接種支援事業 ブタネツセッシュシエンジギョウ		豚熱ワクチン接種にかかる手数料（家畜伝染病予防法に基づく手数料） ブタネツセッシュテスウリョウカチクデンセンビョウヨボウホウモトテスウリョウ		接種手数料の50％以内 セッシュテスウリョウイナイ				・村の住民基本台帳に登録され、村内に居住していること
・豚熱ワクチン「注射申請書」（写し）の添付が必要 ムラジュウミンキホンダイチョウトウロクソンナイキョジュウブタネツチュウシャシンセイショウツテンプヒツヨウ

				21		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				22		遊休地草刈耕起委託費用		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続することを前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費		10a当たり3,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額		対象農用地が概ね1a以上
・要農委意見書
・半年ごと農業委員会による状況確認

				23		営農支援		営農団体が有する施設の更新に要する経費		事業費の10％以内		1,000,000円

				24		営農団体種子購入費用		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費		種子費用の30％以内		30,000円		対象農用地がおおむね10a以上
・要農委意見書
・村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう。

				25		営農団体設立支援		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定(賃借権)した農用地に係る経費		10a当たり50,000円以内		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		・営農計画が村(農業振興協議会)に認定されること。
・要農委意見書
・年1回農業委員会における活動発表を行う。

				26		農業経営の基盤強化		認定農業者が農業経営の規模拡大及び効率化を図るための借入金の償還に係る経費		利子補給年利1.25％以内
利子補給対象期間25年以内				県が利子助成承認をしたものに限る。

										お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

						【空き屋住宅改修補助金】

						空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



R5.4.1 

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

				2		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

				3		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

				4		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

						新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ		R2廃止 ハイシ

				5		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
就農開始後３年間 シュウノウカイシゴネンカン				・喬木村により青年等就農計画が認定され就農していること。
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。 タカギムラセイネントウシュウノウケイカクニンテイシュウノウ

				6		帰農塾受講助成 カエノウジュクジュコウジョセイ		県及びJAが実施する帰農塾受講費用の助成 ケンオヨジッシカエノウジュクジュコウヒヨウジョセイ		１戸あたり受講料相当額 コジュコウリョウソウトウガク				受講修了証（写し）の添付が必要 ジュコウシュウリョウショウウツテンプヒツヨウ

				7		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				8		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

						農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

						営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

						営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				9		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				10		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

				11		環境モニタリング機器導入費用補助金 カンキョウキキドウニュウヒヨウホジョキン		環境モニタリング機器導入に係る経費 カンキョウキキドウニュウカカケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		100,000円		・要農委意見書
・令和４年４月１日から令和５年３月３１日の導入分に限り補助率を事業費の50％以内とする。 レイワネンガツニチレイワネンガツニチドウニュウブンカギホジョリツジギョウヒイナイ

				12		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。
ただし、設置面積が8ａ以上(中山間地域等の場合は5a以上)であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。 チュウサンカンチイキトウバアイイジョウ		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円（中山間地域等の場合は1,000,000円）		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう
・中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう

				13		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

						防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				14		農作物災害緊急対策事業 ノウサクブツサイガイキンキュウタイサクジギョウ		村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代 ムラベツサダシゼンサイガイヒサイノウサクブツキンキュウボウジョヨウヤクヒンダイ		薬品代の４分の１以内 ヤクヒンダイブンイナイ

				15		果樹共済
加入推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				16		農業経営収入保険
加入促進対策 シュウニュウホケンカニュウソクシンタイサク		農業経営収入保険に係る掛捨て保険料に要する経費 カカカケスホケンリョウヨウケイヒ		掛捨て保険料の30％以内 カケスホケンリョウイナイ		※100円未満切捨 エン

				17		園芸施設共済
加入促進対策 エンゲイシセツキョウサイカニュウソクシンタイサク		園芸施設共済に係る共済掛金・賦課金の経費 エンゲイシセツキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				18		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				19		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				20		豚熱ワクチン接種支援事業 ブタネツセッシュシエンジギョウ		豚熱ワクチン接種にかかる手数料（家畜伝染病予防法に基づく手数料） ブタネツセッシュテスウリョウカチクデンセンビョウヨボウホウモトテスウリョウ		接種手数料の50％以内 セッシュテスウリョウイナイ				・村の住民基本台帳に登録され、村内に居住していること
・豚熱ワクチン「注射申請書」（写し）の添付が必要 ムラジュウミンキホンダイチョウトウロクソンナイキョジュウブタネツチュウシャシンセイショウツテンプヒツヨウ

				21		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				22		遊休地草刈耕起委託費用		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続することを前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費		10a当たり3,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額		対象農用地が概ね1a以上
・要農委意見書
・半年ごと農業委員会による状況確認

				23		営農支援		営農団体が有する施設の更新に要する経費		事業費の10％以内		1,000,000円

				24		営農団体種子購入費用		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費		種子費用の30％以内		30,000円		対象農用地がおおむね10a以上
・要農委意見書
・村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう。

				25		営農団体設立支援		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定(賃借権)した農用地に係る経費		10a当たり50,000円以内		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		・営農計画が村(農業振興協議会)に認定されること。
・要農委意見書
・年1回農業委員会における活動発表を行う。

				26		農業経営の基盤強化		認定農業者が農業経営の規模拡大及び効率化を図るための借入金の償還に係る経費		利子補給年利1.25％以内
利子補給対象期間25年以内				県が利子助成承認をしたものに限る。

										お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

						【空き屋住宅改修補助金】

						空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



R4.4.1

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

				2		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

				3		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

				4		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

						新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ		R2廃止 ハイシ

				5		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
就農開始後３年間 シュウノウカイシゴネンカン				・喬木村により青年等就農計画が認定され就農していること。
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。 タカギムラセイネントウシュウノウケイカクニンテイシュウノウ

				6		帰農塾受講助成 カエノウジュクジュコウジョセイ		県及びJAが実施する帰農塾受講費用の助成 ケンオヨジッシカエノウジュクジュコウヒヨウジョセイ		１戸あたり受講料相当額 コジュコウリョウソウトウガク				受講修了証（写し）の添付が必要 ジュコウシュウリョウショウウツテンプヒツヨウ

				7		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				8		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

						農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

						営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

						営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				9		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				10		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

				11		環境モニタリング機器導入費用補助金 カンキョウキキドウニュウヒヨウホジョキン		環境モニタリング機器導入に係る経費 カンキョウキキドウニュウカカケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		100,000円		・要農委意見書
・令和４年４月１日から令和５年３月３１日の導入分に限り補助率を事業費の50％以内とする。 レイワネンガツニチレイワネンガツニチドウニュウブンカギホジョリツジギョウヒイナイ

				12		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。
ただし、設置面積が8ａ以上(中山間地域等の場合は5a以上)であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。 チュウサンカンチイキトウバアイイジョウ		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円（中山間地域等の場合は1,000,000円）		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう
・中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう

				13		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

						防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				14		農作物災害緊急対策事業 ノウサクブツサイガイキンキュウタイサクジギョウ		村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代 ムラベツサダシゼンサイガイヒサイノウサクブツキンキュウボウジョヨウヤクヒンダイ		薬品代の４分の１以内 ヤクヒンダイブンイナイ

				15		果樹共済
加入推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				16		農業経営収入保険
加入促進対策 シュウニュウホケンカニュウソクシンタイサク		農業経営収入保険に係る掛捨て保険料に要する経費 カカカケスホケンリョウヨウケイヒ		掛捨て保険料の30％以内 カケスホケンリョウイナイ		※100円未満切捨 エン

				17		園芸施設共済
加入促進対策 エンゲイシセツキョウサイカニュウソクシンタイサク		園芸施設共済に係る共済掛金・賦課金の経費 エンゲイシセツキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				18		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				19		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				20		豚熱ワクチン接種支援事業 ブタネツセッシュシエンジギョウ		豚熱ワクチン接種にかかる手数料（家畜伝染病予防法に基づく手数料） ブタネツセッシュテスウリョウカチクデンセンビョウヨボウホウモトテスウリョウ		接種手数料の50％以内 セッシュテスウリョウイナイ				・村の住民基本台帳に登録され、村内に居住していること
・豚熱ワクチン「注射申請書」（写し）の添付が必要 ムラジュウミンキホンダイチョウトウロクソンナイキョジュウブタネツチュウシャシンセイショウツテンプヒツヨウ

				21		農業用設備固定費支援 ノウギョウヨウセツビコテイヒシエン		村内の農業用設備（パイプハウス及び付随する生産設備）の償却資産に係る固定資産税 ソンナイノウギョウヨウセツビオヨフズイセイサンセツビショウキャクシサンカカコテイシサン		償却資産に係る固定資産税の80％以内 ショウキャクシサンカカコテイシサンゼイイナイ				取得後５年間に限る。ただし、設備更新に係るものは含まない。 シュトクゴネンカンカギセツビコウシンカカフク

				22		農業経営継続支援 ノウギョウケイエイケイゾクシエン		村内で営農する法人又は個人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、月間農業収入が前年同月比30％及び10万円以上減少した経営体 ソンナイエイノウホウジンマタコジンシンガタカンセンショウエイキョウウゲッカンノウギョウシュウニュウゼンネンドウゲツヒオヨマンエンイジョウゲンショウケイエイタイ		１経営体当たり100,000円 ケイエイタイアエン				・令和３年１月から同年12月までの間に農業収入の減少を対象期間とする。 レイワネンガツドウネンガツカンノウギョウシュウニュウゲンショウタイショウキカン

				23		いちご狩り観光農園支援臨時給付金 ガカンコウノウエンシエンリンジキュウフキン		新型コロナウイルス感染症の影響を受け、村内でいちご狩り観光農園を閉園している経営体 シンガタカンセンショウエイキョウウソンナイガカンコウノウエンヘイエンケイエイタイ		１経営体当たり500,000円 ケイエイタイアエン				・令和２年１月から同年３月までの間に、いちご狩りとして観光客を受け入れた農家で、令和３年のいちご狩り観光農園を閉園している経営体。 レイワネンガツドウネンガツカンガカンコウキャクウイノウカレイワネンガカンコウノウエンヘイエンケイエイタイ

										お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

						【空き屋住宅改修補助金】

						空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



R3.4.1

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

				2		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

				3		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

				4		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

						新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ		R2廃止 ハイシ

				5		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
就農開始後３年間 シュウノウカイシゴネンカン				・喬木村により青年等就農計画が認定され就農していること。
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。 タカギムラセイネントウシュウノウケイカクニンテイシュウノウ

				6		帰農塾受講助成 カエノウジュクジュコウジョセイ		県及びJAが実施する帰農塾受講費用の助成 ケンオヨジッシカエノウジュクジュコウヒヨウジョセイ		１戸あたり受講料相当額 コジュコウリョウソウトウガク				受講修了証（写し）の添付が必要 ジュコウシュウリョウショウウツテンプヒツヨウ

				7		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				8		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				9		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				10		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				11		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				12		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				13		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

				14		環境モニタリング機器導入費用補助金 カンキョウキキドウニュウヒヨウホジョキン		環境モニタリング機器導入に係る経費 カンキョウキキドウニュウカカケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		100,000円		・要農委意見書

				15		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。
ただし、設置面積が8ａ以上(中山間地域等の場合は5a以上)であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。 チュウサンカンチイキトウバアイイジョウ		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円（中山間地域等の場合は1,000,000円）		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう
・中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう

				16		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

				17		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				18		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				19		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				20		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				21		新型コロナウイルス感染症に伴う農業用設備固定費支援 シンガタカンセンショウトモナノウギョウヨウセツビコテイヒシエン		村内の農業用設備の償却資産にかかる固定資産納税額 ソンナイノウギョウヨウセツビショウキャクシサンコテイシサンノウゼイガク		令和３年度中に納入した償却資産に係る固定資産税の80％以内 レイワネンドチュウノウニュウショウキャクシサンカカコテイシサンゼイイナイ

				22		農業経営継続支援 ノウギョウケイエイケイゾクシエン		村内で営農する法人又は個人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、月間農業収入が前年同月比30％及び10万円以上減少した経営体 ソンナイエイノウホウジンマタコジンシンガタカンセンショウエイキョウウゲッカンノウギョウシュウニュウゼンネンドウゲツヒオヨマンエンイジョウゲンショウケイエイタイ		１経営体当たり100,000円 ケイエイタイアエン				・令和３年１月から同年12月までの間に農業収入の減少を対象期間とする。 レイワネンガツドウネンガツカンノウギョウシュウニュウゲンショウタイショウキカン

				23		いちご狩り観光農園支援臨時給付金 ガカンコウノウエンシエンリンジキュウフキン		新型コロナウイルス感染症の影響を受け、村内でいちご狩り観光農園を閉園している経営体 シンガタカンセンショウエイキョウウソンナイガカンコウノウエンヘイエンケイエイタイ		１経営体当たり500,000円 ケイエイタイアエン				・令和２年１月から同年３月までの間に、いちご狩りとして観光客を受け入れた農家で、令和３年のいちご狩り観光農園を閉園している経営体。 レイワネンガツドウネンガツカンガカンコウキャクウイノウカレイワネンガカンコウノウエンヘイエンケイエイタイ

										お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

						【空き屋住宅改修補助金】

						空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



31.4.1

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

				2		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

				3		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

				4		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				5		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ

				6		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。

				7		帰農塾受講助成 カエノウジュクジュコウジョセイ		県及びJAが実施する帰農塾受講費用の助成 ケンオヨジッシカエノウジュクジュコウヒヨウジョセイ		１戸あたり受講料相当額 コジュコウリョウソウトウガク				受講修了証（写し）の添付が必要 ジュコウシュウリョウショウウツテンプヒツヨウ

				8		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				9		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				10		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				11		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				12		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				13		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				14		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

				15		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円。		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう

				16		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

				17		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				18		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				19		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				20		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

										お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

						【空き屋住宅改修補助金】

						空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



30.4.1 (3)

		

				〇　新規就農者向け村単補助事業 シンキシュウノウシャムソンタンホジョジギョウ

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ

				2		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。



&C&14平成30年度　喬木村農政関係補助制度一覧



30.4.1 (2)

				No.		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				1		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

				2		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

				3		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

				4		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				5		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ

				6		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。

				7		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				8		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				9		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				10		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				11		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				12		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				13		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

				14		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円。		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう

				15		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

				16		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

				17		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				18		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				19		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

										お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

						【空き屋住宅改修補助金】

						空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



&C&14平成30年度　喬木村農政関係補助制度一覧

＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



30.4.1

		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		村内で農業研修を行う研修生及びその指導者並びにJAが行う就農研修の指導者への支援 ソンナイノウギョウケンシュウオコナケンシュウセイオヨシドウシャナラオコナシュウノウケンシュウシドウシャシエン		研修終了時に研修生へ250,000円（法人雇用及び長野県新規就農里親研修を除く）、指導者へ500,000円（指導者が複数の場合も同額）				※要農委意見書
※研修とは、喬木村により青年就農計画が認定された研修、JAが行う就農研修をいう ヨウノウイイケンショ

		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。

		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円。		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう

		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

								お問い合わせ：喬木村役場産業振興課農政係（TEL：33-5126） トアタカギムラヤクバサンギョウシンコウカノウセイカカリ

		【空き屋住宅改修補助金】

		空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円
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29.4.1

		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				※要就農要件
※要農委意見書
※研修とは、長野県により就農計画が認定された長野県新規就農里親研修制度をいう ヨウシュウノウヨウケンヨウノウイイケンショケンシュウナガノケンシュウノウケイカクニンテイナガノケンシンキシュウノウサトオヤケンシュウセイド

		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。

		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円。		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう

		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

		【空き屋住宅改修補助金】

		空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円
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28.4.1

		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）、中山間地域等における栗の作付の場合50％以内		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう
※中山間地域等とは、富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				※要就農要件
※要農委意見書
※研修とは、長野県により就農計画が認定された長野県新規就農里親研修制度をいう ヨウシュウノウヨウケンヨウノウイイケンショケンシュウナガノケンシュウノウケイカクニンテイナガノケンシンキシュウノウサトオヤケンシュウセイド

		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。

		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

		土壌分析等導入支援事業		農業委員会が認定した土壌分析及び堆肥分析並びに施肥設計に係る経費		事業費の50％以内。ただし、送料は除く。		50,000円		・要農委意見書
・堆肥分析の対象となる堆肥は、農業委員会が認定した堆肥に限る。

		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円。		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう

		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

		【空き屋住宅改修補助金】

		空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円



&C&14平成28年度　喬木村農政関係補助制度一覧

＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



27.4.1

		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）		200,000円
 エン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ

		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				※要就農要件
※要農委意見書
※研修とは、長野県により就農計画が認定された長野県新規就農里親研修制度をいう ヨウシュウノウヨウケンヨウノウイイケンショケンシュウナガノケンシュウノウケイカクニンテイナガノケンシンキシュウノウサトオヤケンシュウセイド

		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。

		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円。		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう

		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

		【空き屋住宅改修補助金】

		空き家情報システムに登録された空き家の改修工事、不要品処理（ごみ処理）の費用の一部を補助します。１戸につき１回の補助とし、改修工事は村内業者による施工箇所があること。

〇改修工事：対象工事費の1/2以内　限度額は50万円（区が所有・使用権を有する空き家は100万円） 
〇不要品処理：対象処理費の1/2以内　　限度額は10万円
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＜お問い合わせ・申請＞　　住民窓口課　住宅環境係　



26.4.1

		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

		農地流動化 ノウチリュウドウカ		30a以上の経営面積を有する者又は新規就農者が、5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 マタネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）
 ア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※農振以外も対象
※一般農家も対象
※新規就農者とは、就農後5年以内の者をいう（以下 要就農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ

		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円）
 エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること エンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウガツマツ

		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズオヨシリョウサクモツシュシナラサンチシキンシテイヒンモクコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要農委意見書
※産地資金指定品目とは、南信州地域農業再生協議会が定めた品目をいう ヨウサンチシキンシテイヒンモクミナミシンシュウチイキノウギョウサイセイキョウギカイサダヒンモク

		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				※要就農要件
※要農委意見書
※研修とは、長野県により就農計画が認定された長野県新規就農里親研修制度をいう ヨウシュウノウヨウケンヨウノウイイケンショケンシュウナガノケンシュウノウケイカクニンテイナガノケンシンキシュウノウサトオヤケンシュウセイド

		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。

		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JA等農業者の組織する団体が設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費（工事費は除く） トウノウギョウシャソシキダンタイコウジヒノゾ		設置経費又は設置補助残の20%以内。ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円。		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう

		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円		※要農委意見書 ヨウ

		防霜ファン設置費用 ボウソウセッチヒヨウ		防霜ファンの設置に要する経費 ボウソウセッチヨウケイヒ		防霜ファンを設置する圃場の面積10aあたり100,000円以内 ボウソウセッチホジョウメンセキエンイナイ				・千円未満は切り捨て センエンミマンキス

		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり 5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

		農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ

		計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

		JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ

		遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ

		営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		1,000,000円 エン
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25.4.1

		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ		H25申請予定数 シンセイヨテイカズ

		農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者、または営農団体の長10,000円以内） アア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン		75

		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること エンヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウガツマツ		1

		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物（景観作物は除く）の苗木、またはそば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツケイカンサクモツノゾナエギコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウシノブノウヨウケンヨウシンセイシャゼンネンドガツマツヨウボウショテイシュツ		3

		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ		3

		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ		1

		新規就農者
住宅支援		新規就農者が村内の住宅を賃貸借する場合の経費		月額10,000円
研修中の２年間と研修終了後の１年間 ケンシュウチュウネンカンケンシュウシュウリョウゴネンカン				・認定就農者の資格を有し、農業研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること
・対象経費の始期は居住後とし、賃料が月額3万円以上の住宅であること（親族から賃貸借する場合を除く）。		1

		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		研修中の２年間と研修終了後の１年間				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ		1

		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内						1

		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ						1

		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ		6

		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ		5

		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ		5

		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		いちご栽培等に要するパイプハウス、JAが設置経費を補助したパイプハウス及び認定農業者が自ら設置するパイプハウスの新設及び増設に係る経費		設置経費又は設置補助残の20%以内。ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が45歳未満の場合は30%以内。		250,000円。
ただし、設置面積が8ａ以上であって、かつ、設置者の年齢が設置時に45歳未満の場合は､500,000円。		・要農委意見書
・いちご栽培等とは、農業委員会が指定した施設栽培品目をいう		3

		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材及び保温資材（既に設置した保温フィルム等を重層的に被覆する資材部分に限る）		資材費の20%以内 シザイヒ		60,000円（防霜ファンについては100,000円）		※要認農要件
※要農委意見書 ヨウヨウケンヨウ		5

		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン				1

		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン				76

		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ		10

		農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ						1

		計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

		JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ

		遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ

		営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		1,000,000円 エン
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24.4.1

		

				事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者、または営農団体の長10,000円以内） アア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン

				小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること エンヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウガツマツ

				遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木、またはそば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウシノブノウヨウケンヨウシンセイシャゼンネンドガツマツヨウボウショテイシュツ

				遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ

				有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ

				農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				　　　　　　　　　　　　　　
一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JA等が設置経費を補助したパイプハウス又は認定農業者が設置したパイプハウス若しくはいちご栽培に要するパイプハウスの新設及び増設に係る経費 トウセッチケイヒホジョマタニンテイノウギョウシャセッチモサイバイヨウシンセツオヨゾウセツカカケイヒ		20%以内（又は補助残の20%以内） マタホジョザンイナイ		250,000円 エン		※要農委意見書 ヨウ

				農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内		30,000円（認定農業者60,000円）　防霜ﾌｧﾝ50,000円(認定農業者100,000円） エンニンテイノウギョウシャエンボウシモエンニンテイノウギョウシャエン		※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウヨウケンヨウガツマツ

				果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		1,000,000円 エン

				農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ

						計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

						JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ
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				事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者、または営農団体の長10,000円以内） アア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン

				小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること エンヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウガツマツ

				遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木、またはそば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウシノブノウヨウケンヨウシンセイシャゼンネンドガツマツヨウボウショテイシュツ

				遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ

				有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ

				農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				　　　　　　　　　　　　　　
一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JA等が設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、またはいちご栽培に要するﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの新設または増設に係る経費
JA等が設置経費を補助したパイプハウス又は認定農業者が設置したパイプハウス若しくはいちご栽培に要するパイプハウスの新設及び増設に係る経費 トウセッチケイヒホジョサイバイヨウシンセツゾウセツカカケイヒトウセッチケイヒホジョマタニンテイノウギョウシャセッチモサイバイヨウシンセツオヨゾウセツカカケイヒ		20%以内（又は補助残の20%以内） マタホジョザンイナイ		250,000円 エン		※要農委意見書 ヨウ

				農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内		30,000円（認定農業者60,000円）　防霜ﾌｧﾝ50,000円(認定農業者100,000円） エンニンテイノウギョウシャエンボウシモエンニンテイノウギョウシャエン		※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウヨウケンヨウガツマツ

				果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		1,000,000円 エン

				農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ

						計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

						JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ



&C&14平成２３年度　喬木村農政関係補助制度一覧



24.2.13

		

				事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者、または営農団体の長10,000円以内） アア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン

				小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること エンヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウガツマツ

				遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木、またはそば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウシノブノウヨウケンヨウシンセイシャゼンネンドガツマツヨウボウショテイシュツ

				遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ

				有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ

				農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				　　　　　　　　　　　　　　
一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JA等が設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、またはいちご栽培に要するﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの新設または増設に係る経費
JA等が設置経費を補助したパイプハウス又は認定農業者が設置したパイプハウス若しくはいちご栽培に要するパイプハウスの新設及び増設に係る経費 トウセッチケイヒホジョサイバイヨウシンセツゾウセツカカケイヒトウセッチケイヒホジョマタニンテイノウギョウシャセッチモサイバイヨウシンセツオヨゾウセツカカケイヒ		20%以内（又は補助残の20%以内） マタホジョザンイナイ		250,000円 エン		※要認農要件
※要農委意見書 ヨウシノブノウヨウケンヨウ

				農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内		30,000円（認定農業者60,000円）　防霜ﾌｧﾝ50,000円(認定農業者100,000円） エンニンテイノウギョウシャエンボウシモエンニンテイノウギョウシャエン		※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウヨウケンヨウガツマツ

				果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		1,000,000円 エン

				農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ

						計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

						JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ
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				事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者、または営農団体の長10,000円以内） アア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン

				小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること エンヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウガツマツ

				遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木、またはそば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウシノブノウヨウケンヨウシンセイシャゼンネンドガツマツヨウボウショテイシュツ

				遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ

				有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ

				農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				　　　　　　　　　　　　　　
一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウ

				農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JA等が設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、またはいちご栽培に要するﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの新設または増設に係る経費 トウセッチケイヒホジョサイバイヨウシンセツゾウセツカカケイヒ		20%以内（又は補助残の20%以内） マタホジョザンイナイ		250,000円 エン		※要農委意見書 ヨウ

				農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内		30,000円（認定農業者60,000円）　防霜ﾌｧﾝ50,000円(認定農業者100,000円） エンニンテイノウギョウシャエンボウシモエンニンテイノウギョウシャエン		※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウヨウケンヨウガツマツ

				果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		1,000,000円 エン

				農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ

						計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

						JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ
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かがみ

		

						事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

						農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者、または営農団体の長10,000円以内） アア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン

				①		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること エンヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウガツマツ

				②		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木、またはそば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウシノブノウヨウケンヨウシンセイシャゼンネンドガツマツヨウボウショテイシュツ

				③		遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ

				④		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				⑤		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ

				⑥		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				　　　　　　　　　　　　　　
一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				⑦		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				⑧		農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				⑨		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				⑩		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物その他村が認定した推奨作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツタムラニンテイスイショウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※村が認定した推奨作物とは、農業技術者連絡協議会が認定した作物をいう
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウムラニンテイスイショウサクモツノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイニンテイサクモツヨウ

				⑪		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				⑫		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JA等が設置経費を補助したパイプハウス又は認定農業者が設置したパイプハウス若しくはいちご栽培に要するパイプハウスの新設及び増設に係る経費 トウセッチケイヒホジョマタニンテイノウギョウシャセッチモサイバイヨウシンセツオヨゾウセツカカケイヒ		20%以内（又は補助残の20%以内） マタホジョザンイナイ		250,000円 エン		※要農委意見書 ヨウ

				⑬		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内		30,000円（認定農業者60,000円）　防霜ﾌｧﾝ50,000円(認定農業者100,000円） エンニンテイノウギョウシャエンボウシモエンニンテイノウギョウシャエン		※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウヨウケンヨウガツマツ

				⑭		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※100円未満切捨 エン

				⑮		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※100円未満切捨 エン

				⑯		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

						営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		1,000,000円 エン

						農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ

								計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

								JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ
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予算書

		

		050301		農業振興一般経費 ノウギョウシンコウイッパンケイヒ

						19		負担金補助及び交付金 フタンキンホジョオヨコウフキン

										075		単独事業補助金 タンドクジギョウホジョキン

																担い手支援事業 ニナテシエンジギョウ

																遊休農地対策事業 ユウキュウノウチタイサクジギョウ						この３本柱で、既存の科目は削除です ホンハシラキソンカモクサクジョ

																農業振興事業 ノウギョウシンコウジギョウ

		050114		畜産振興経費 チクサンシンコウケイヒ

						09		旅費 リョヒ

										011		職員旅費 ショクインリョヒ

														001		職員旅費　を削除 ショクインリョヒサクジョ

						19		負担金補助及び交付金 フタンキンホジョオヨコウフキン

										025		負担金・寄付金 フタンキンキフキン

														47		飯伊家畜畜産物衛生指導境界負担金 ハンイカチクチクサンブツエイセイシドウキョウカイフタンキン										この二つは フタ

						28		繰出金 クダキン																		050102		農業総務一般経費　へ移動 ノウギョウソウムイッパンケイヒイドウ

										011		基金会計繰出金 キキンカイケイクダキン

														003		優良繁殖雌牛導入事業基金繰出金 ユウリョウハンショクメスウシドウニュウジギョウキキンクダキン





1次要望詳細

		

				１．遊休農地対策事業 　／　農地（Ground） ユウキュウノウチタイサクジギョウノウチ

				事業メニュー ジギョウ				対象経費 タイショウケイヒ		限度額 ゲンドガク		要件 ヨウケン		備考 ビコウ		積算基礎 セキサンキソ

				１．		農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費について
新規設定は10aあたり10,000円以内（認定農業者または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10aあたり5,000円以内（認定農業者または営農団体の長10,000円以内） ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカケイヒシンキセッテイエンイナイニンテイノウギョウシャエイノウダンタイチョウエンイナイコウシンセッテイエンイナイニンテイノウギョウシャエイノウダンタイチョウエンイナイ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク		※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者とする。 タイショウニンテイノウギョウシャソンナイキョジュウシャソンナイノウチコウサクモノ		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象

*H24～　
家族経営協定を
要件に加たい ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウカゾクケイエイキョウテイヨウケンクワ		①認農（1.2ha）：新規0.6ha(12万)、更新0.6ha( 6万）
②一般（8.8ha）：新規2.6ha(26万)、更新6.2ha(31万)
  ①+②=75万
  1.2ha　→③事業実績過去3年平均=1.2ha
  8.8ha  →④利用集積実績過去5年平均=7～8ha
　　  　　　　⑤緑農地13ha÷5年=2.6ha　
　　　　  　　④+⑤≒10ha -③=8.8ha　　 ニンノウシンキマンコウシンマンイッパンシンキマンコウシンマンマンジギョウジッセキカコネンヘイキンリヨウシュウセキジッセキカコネンヘイキンミドリノウチネン

				２．		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費について
事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、
生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内） ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒジギョウヒイナイニンテイノウギョウシャイナイセイサンチョウセイバアイイナイニンテイノウギョウシャイナイ		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ		※認農加算
※農委意見書

国及び県の補助対象にならない事業で1事業10万円以上 クニオヨケンホジョタイショウジギョウマンエンイジョウ		H23要望による≒30a
①一般　70万*20%=14
②認農  23万*40%=9.2  ①+②=23.2≒25万　 ヨウボウイッパンマンニンノウマンマン

				３．		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木または、そば、小麦、大豆の種子の購入に要する初年度の経費について
改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内） エイネンサクモツナエギコムギダイズシュシコウニュウヨウショネンドケイヒカイショクイナイニンテイノウギョウシャイナイユウキュウチサクツケバアイイナイニンテイノウギョウシャイナイ				※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ		※品目加算
※改植も対象
※遊休地加算
※認農加算
※農委意見書

植栽する農地が概ね1a以上 ヒンモクカサンアラタウエタイショウユウキュウチカサンシノブノウカサンノウイイケンショショクサイノウチオオムイジョウ		H23要望による≒60a
①一般　35万*30%=10.5
②認農  16万*50%=8     ①+②=18.5≒20万　 ヨウボウイッパンマンニンノウマンマン

				４．		遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆の播種を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費について、
10aあたり3,000円以内 ユウキュウチコムギダイズハシュゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒエンイナイ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク				農委意見書

植栽する農地が概ね1a以上 ノウイイケンショショクサイノウチオオムイジョウ		3,000* 2.5ha(250a)=7.5万≒10万
  3,000 →作業4h/10aとして、4*750
  2.5ha →ｾﾝｻｽ土地持ち非農家数(10a以上)≒250戸
　　　　　   10a/1戸として5a(4人世帯家庭菜園)解消で
　　　　　   250*5a÷5年=2.5ha マンマンサギョウトチモヒノウカスウイジョウココヒトセタイカテイサイエンカイショウネン

				５．		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する資材費について
40%以内（3戸以上の共有設置60%以内） ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウシザイヒイナイコイジョウキョウユウセッチイナイ						※補助率減
※農委意見書

被害のある農地または、そのおそれのある農地であること ホジョリツゲンノウイイケンショヒガイノウチノウチ		前年同額：100万
  H22休止であったが、要望多数あり。
  補助率は下げたが件数は例年より多いと思われる。 ゼンネンドウガクマンキュウシヨウボウタスウホジョリツサケンスウレイネンオオオモ

				２．担い手支援事業 　／　人（People） ニナテシエンジギョウヒト

				１．		新規就農者
支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生について
月額20,000円、研修終了時に250,000円、
里親へ研修終了時に200,000円
引き続き就農後1年目の就農者について
月額20,000円 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイゲツガクエンケンシュウシュウリョウジエンサトオヤケンシュウシュウリョウジエンヒツヅシュウノウゴネンメツキガクエン				研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること ケンシュウシュウリョウゴソンナイテイジュウソンナイノウチコウサク		研修とは、県の認定した里親研修制度をいう ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイド		※2年目からの補助
①生　2万*12ヶ月=24万　+25万＝49万　*3件=147万
②親　20万*3件=60万
　　①+②=207万

※3年目：2万*12ヶ月=24万 ネンメホジョセイマンゲツマンマンマンケンマンオヤマンケンマンマンネンメマンゲツマン

				２．		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費について、
利子補給年利3%以内、対象期間5年以内 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒリシホキュウネンリイナイタイショウキカンネンイナイ						一人あたりの借入額200万円以下 ヒトリカリイレガクマンエンイカ		前年同額：1.5万
  H21:0件　H22～未定 ゼンネンドウガクマンケンミテイ

				３．		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費について、
利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒリシホキュウネンリイナイタイショウキカンネンイナイ								前年同額1.5万
  H21:1件　H22～未定 ゼンネンドウガクマンケンミテイ

				３．農業振興事業　／　技術（Skill） ノウギョウシンコウジギョウギジュツ

				１．		営農団体設立
支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した場合、初年度について、
10aあたり50,000以内 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンバアイショネンドイナイ				営農計画が村（農振協）に認定されること		農委意見書
及び活動確認

年度末の事業報告と次年度計画による実績補助 ノウイイケンショオヨカツドウカクニンネンドマツジギョウホウコクジネンドケイカクジッセキホジョ		5万*4営農団体=20万 マンエイノウダンタイマン

				２．		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農地にそば、小麦、大豆を播種する場合、初年度の種子費用について
50%以内 コイジョウキョウドウカンリノウチコムギダイズハシュバアイショネンドシュシヒヨウイナイ						農委意見書

植栽する農地が概ね10a以上 ノウイイケンショショクサイノウチオオムイジョウ		4.5ha*4.5千=202,500  *50%=101,250≒11万
  4.5ha　→4営農団体(4ha)+5組(0.5ha)
  4.5千　→10aあたりのそば、小麦、大豆の平均種子代
 センマンエイノウダンタイクミセンコムギダイズヘイキンシュシダイ

				３．		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械のﾘｰｽ費用について
10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） キカイヒヨウエンイナイコイジョウキョウドウカンリノウチバアイエンイナイコイジョウエイノウダンタイバアイエンイナイ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク				農委意見書

対象農地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上) ノウイイケンショタイショウノウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウ		32万+2.5万=34.5≒35万
　32万　→4営農団体*8,000
  2.5万　→5組(3戸以上として)*5,000 マンマンマンマンエイノウダンタイマンクミコイジョウ

				４．		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JAが設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽについて
補助残の20%以内 セッチケイヒホジョホジョザンイナイ						農委意見書 ノウイイケンショ		36万+72万=108万≒110万
　 ①県単(50%)　②JAﾈｸｽﾄｱｸﾞﾘﾌﾟﾗﾝ(20%)

　JA：①+②=15a取組予定であり、合計30aとして、
 　ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ10aあたり300万として、30a=900万
　　
　36万　→15a：450万*①(50%) *②(20%) =180万うち20%
　72万　→15a：450万*②(20%)=360万うち20%　　　　　　 マンマンマンマントリクミヨテイゴウケイマンマンマンマンマンマンマンマン

				５．		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材について、
資材費の20%以内 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイシザイヒイナイ				対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ		農委意見書 ノウイイケンショ		25万*33基*20%=165万
　25万　→　防霜ﾌｧﾝH22予定： 6aあたり1基≒25万
　　　　　　　 (但し、ﾌｧﾝ機能・農地地形により異なる)
　33基　→  果樹被害：20ha
　　　　　　　　(直近最多の30～50%被害面積)
             　　うち、団地部面積と費用対効果を加味し、
　　　　　　 　　　　　 設置面積が1/2として、10ha分
　　　　　　 　÷5年=2ha=200a
             　　÷6a/基 ≒33基
             　 マンマンマンタダキノウノウチチケイコトキカジュチョッキンサイタヒガイメンセキダンチブメンセキヒヨウタイコウカカミセッチメンセキブンネンキキ

				６．		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金について、
20%以内 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンイナイ						※1,000未満は切り捨てる ミマンキス		前年実績20万
　　H22：19.2万≒20万     ※20%→全体の10% ゼンネンジッセキマンマンマンゼンタイ

				７．		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金について
20%以内 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンイナイ						※1,000未満は切り捨てる ミマンキス		前年見込み40万
　　≒200万*20%=40万     ※20%→全体の4% ゼンネンミコマンマンマンゼンタイ

				８．		飼養家畜
へい獣処理
支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費について
牛1頭あたり50,000円以内
豚1頭あたり20,000円以内 シヨウカチクジュウショリカカケイヒウシトウエンイナイブタトウエンイナイ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク				※法定伝染病などは想定していない ホウテイデンセンビョウソウテイ		100万+60万=160万
  100万　→牛≒400頭 飼養
　　　　　　　　1/20(5%)が死亡として20頭*5万
　 60万  →豚≒3000頭　飼養
　　　　　　　　1/100(1%)が死亡として30頭*2万　 マンマンマンマンウシトウシヨウシボウトウマンマンブタトウシヨウシボウトウマン

				９．		営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費
について、　　　　　　
事業費の10%以内 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒジギョウヒイナイ		100万円 マンエン

						農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ										前年同額：8万
交流ｾﾝﾀｰ内職員8名 ゼンネンドウガクマンコウリュウナイショクインメイ

						農業経営者
連盟 ノウギョウケイエイシャレンメイ										前年同額：10万
事務局含め19名 ゼンネンドウガクマンジムキョクフクメイ

				【科目】 カモク				【要求額の変更　（当初）】 ヨウキュウガクヘンコウトウショ

				担い手支援事業 ニナテシエンジギョウ				２０７０＋１５＋１５千　　計２１００ センケイ

				遊休農地対策事業 ユウキュウノウチタイサクジギョウ				７５０＋２５０＋２００＋１００＋１０００千　　計２３００ センケイ

				農業振興事業 ノウギョウシンコウジギョウ				２００＋１１０（８０）＋３５０（２５０）＋１１００＋１６５０（０）＋２００＋４００＋１６００＋０（８０）＋０（１００）＋０千　　計５６１０ センケイ

				農業技術者連絡協議会補助金 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイホジョキン				８０（０）

				農業経営者連盟補助金 ケイエイシャレンメイホジョキン				１００（０）

								１７８０　増 ゾウ



村づくり委
：加工施設、規格外加工、6次産業化
どの程度の具体案を考えるか？事業主体含む。支援係とも連携、検討年

振興経費内の３本柱と性質が異なるため、「農業振興事業」から外して、既存の
科目でお願いします



2次査定

								①当初 トウショ		②変更 ヘンコウ		(増減) ゾウゲン

		農業振興一般経費 ノウギョウシンコウイッパンケイヒ

										（千円） センエン

				１．遊休農地対策事業 ユウキュウノウチタイサクジギョウ

						１．農地流動化 ノウチリュウドウカ		750		750

						２．小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		250		250

						３．遊休農地利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		200		200

						４．遊休地草刈耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		100		100

						５．有害鳥獣防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		1000		800		（△200）

						小計 ショウケイ		2,300		2,100

				２．担い手支援事業 ニナテシエンジギョウ

						１．新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		2070		690		（△1380）

						２．農業後継者資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		15		15

						３．認定農業者育成確保資金利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		15		15

						４．農業経営者連盟補助金 ノウギョウケイエイシャレンメイホジョキン		100		100

						小計 ショウケイ		2,200		820

				３．農業振興事業 ノウギョウシンコウジギョウ

						１．営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		200		200

						２．営農団体種子購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		110		110

						３．農業用機械ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		350		350

						４．農業用施設設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		1100		1,650		(550)

						５．農作物災害対策 ノウサクモツサイガイタイサク		1,650		1,650

						６．果樹共済加入推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		200		200

						７．野菜価格安定対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		400		400

						８．飼養家畜へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		1600		800		(△800)

						９．営農支援 エイノウシエン		0		0

						１０．農業技術者連絡協議会補助金 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイホジョキン		80		80

						小計 ショウケイ		5,690		5,440

						合計 ゴウケイ		10,190		8,360		（△1,830）

								H22　　　：		2,300

								H23　② ：		8,360

										　(NPO含まず）





2次査定 (2)

										①当初 トウショ		②変更 ヘンコウ		③変更 ヘンコウ		(増減) ゾウゲン

		農業振興一般経費 ノウギョウシンコウイッパンケイヒ														①-③

												（千円） センエン

				１．遊休農地対策事業 ユウキュウノウチタイサクジギョウ

						１．		農地流動化 ノウチリュウドウカ		750		750		750

						２．		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		250		250		250

						３．		遊休農地利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		200		200		200

						４．		遊休地草刈耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		100		100		100

						５．		有害鳥獣防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		1000		800		800		（△200）

								小計 ショウケイ		2,300		2,100		2,100

				２．担い手支援事業 ニナテシエンジギョウ

						１．		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		2070		690		690		（△1,380）

						２．		農業後継者資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		15		15		15

						３．		認定農業者育成確保資金利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		15		15		15

						４．		農業経営者連盟補助金 ノウギョウケイエイシャレンメイホジョキン		100		100		100

								小計 ショウケイ		2,200		820		820

				３．農業振興事業 ノウギョウシンコウジギョウ

						１．		営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		200		200		200

						２．		営農団体種子購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		110		110		60		（△50）

						３．		農業用機械ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		350		350		350

						４．		農業用施設設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		1100		1,650		540		(△560)

						５．		農作物災害対策 ノウサクモツサイガイタイサク		1,650		1,650		500		（△1,150）

						６．		果樹共済加入推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		200		200		200

						７．		野菜価格安定対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		400		400		400

						８．		飼養家畜へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		1600		800		450		(△1,150)

						９．		営農支援 エイノウシエン		0		0		0

						１０．		農業技術者連絡協議会補助金 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイホジョキン		80		80		50		（△30）

								小計 ショウケイ		5,690		5,440		2,750

								合計 ゴウケイ		10,190		8,360		5,670		（△4,520）

										H22　　　：		2,300

										H23　③ ：		5,670

												　(NPO含まず）

								：新規事業 シンキジギョウ





2次要望詳細 (2)

		

				１．遊休農地対策事業 　／　農地（Ground） ユウキュウノウチタイサクジギョウノウチ

				事業メニュー ジギョウ				対象経費 タイショウケイヒ		限度額 ゲンドガク		要件 ヨウケン		備考 ビコウ		積算基礎 セキサンキソ

				１．		農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費について
新規設定は10aあたり10,000円以内（認定農業者または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10aあたり5,000円以内（認定農業者または営農団体の長10,000円以内） ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカケイヒシンキセッテイエンイナイニンテイノウギョウシャエイノウダンタイチョウエンイナイコウシンセッテイエンイナイニンテイノウギョウシャエイノウダンタイチョウエンイナイ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク		※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者とする。 タイショウニンテイノウギョウシャソンナイキョジュウシャソンナイノウチコウサクモノ		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象

*H24～　
家族経営協定を
要件に加たい ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウカゾクケイエイキョウテイヨウケンクワ		①認農（1.2ha）：新規0.6ha(12万)、更新0.6ha( 6万）
②一般（8.8ha）：新規2.6ha(26万)、更新6.2ha(31万)
  ①+②=75万
  1.2ha　→③事業実績過去3年平均=1.2ha
  8.8ha  →④利用集積実績過去5年平均=7～8ha
　　  　　　　⑤緑農地13ha÷5年=2.6ha　
　　　　  　　④+⑤≒10ha -③=8.8ha　　 ニンノウシンキマンコウシンマンイッパンシンキマンコウシンマンマンジギョウジッセキカコネンヘイキンリヨウシュウセキジッセキカコネンヘイキンミドリノウチネン

				２．		小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費について
事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、
生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内） ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒジギョウヒイナイニンテイノウギョウシャイナイセイサンチョウセイバアイイナイニンテイノウギョウシャイナイ		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ		※認農加算
※農委意見書

国及び県の補助対象にならない事業で1事業10万円以上 クニオヨケンホジョタイショウジギョウマンエンイジョウ		H23要望による≒30a
①一般　70万*20%=14
②認農  23万*40%=9.2  ①+②=23.2≒25万　 ヨウボウイッパンマンニンノウマンマン

				３．		遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木または、そば、小麦、大豆の種子の購入に要する初年度の経費について
改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）

JAﾈｸｽﾄｱｸﾞﾘﾌﾟﾗﾝ：りんごわい化、梨、市田柿、小梅、ﾌﾞﾄﾞｳ、桃、ｱｽﾊﾟﾗ　補助残 エイネンサクモツナエギコムギダイズシュシコウニュウヨウショネンドケイヒカイショクイナイニンテイノウギョウシャイナイユウキュウチサクツケバアイイナイニンテイノウギョウシャイナイカナシイチダカキコウメモモホジョザン				※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ		※品目加算
※改植も対象
※遊休地加算
※認農加算
※農委意見書

植栽する農地が概ね1a以上 ヒンモクカサンアラタウエタイショウユウキュウチカサンシノブノウカサンノウイイケンショショクサイノウチオオムイジョウ		H23要望による≒60a
①一般　35万*30%=10.5
②認農  16万*50%=8     ①+②=18.5≒20万　 ヨウボウイッパンマンニンノウマンマン

				４．		遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費について、
10aあたり3,000円以内 ユウキュウチコムギダイズハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒエンイナイ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク				※農委意見書
　半年ごと状況確認

植栽する農地が概ね1a以上
1年目の実績補助 ノウイイケンショハントシジョウキョウカクニンショクサイノウチオオムイジョウネンメジッセキホジョ		3,000* 2.5ha(250a)=7.5万≒10万
  3,000 →作業4h/10aとして、4*750
  2.5ha →ｾﾝｻｽ土地持ち非農家数(10a以上)≒250戸
　　　　　   10a/1戸として5a(4人世帯家庭菜園)解消で
　　　　　   250*5a÷5年=2.5ha マンマンサギョウトチモヒノウカスウイジョウココヒトセタイカテイサイエンカイショウネン

				５．		有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する資材費について
40%以内（3戸以上の共有設置60%以内）
30%                                         40% ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウシザイヒイナイコイジョウキョウユウセッチイナイ						※補助率減
※農委意見書

被害のある農地または、そのおそれのある農地であること ホジョリツゲンノウイイケンショヒガイノウチノウチ		前年同額：100万
  H22休止であったが、要望多数あり。
  補助率は下げたが件数は例年より多いと思われる。

80万 ゼンネンドウガクマンキュウシヨウボウタスウホジョリツサケンスウレイネンオオオモマン

				２．担い手支援事業 　／　人（People） ニナテシエンジギョウヒト

				１．		新規就農者
支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生について
月額20,000円、研修終了時に250,000円、
里親へ研修終了時に200,000円
引き続き就農後1年目の就農者について
月額20,000円 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイゲツガクエンケンシュウシュウリョウジエンサトオヤケンシュウシュウリョウジエンヒツヅシュウノウゴネンメツキガクエン				研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること ケンシュウシュウリョウゴソンナイテイジュウソンナイノウチコウサク		研修とは、県の認定した里親研修制度をいう ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイド		※2年目からの補助
①生　2万*12ヶ月=24万　+25万＝49万　*3件=147万
②親　20万*3件=60万
　　①+②=207万
※3年目：2万*12ヶ月=24万

①生　*1件=49万　
②親　*1件=20万　①+②=69万 ネンメホジョセイマンゲツマンマンマンケンマンオヤマンケンマンマンネンメマンゲツマンセイケンマンオヤケンマンマン

				２．		農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費について、
利子補給年利3%以内、対象期間5年以内 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒリシホキュウネンリイナイタイショウキカンネンイナイ						一人あたりの借入額200万円以下 ヒトリカリイレガクマンエンイカ		前年同額：1.5万
  H21:0件　H22～未定 ゼンネンドウガクマンケンミテイ

				３．		認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費について、
利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒリシホキュウネンリイナイタイショウキカンネンイナイ								前年同額1.5万
  H21:1件　H22～未定 ゼンネンドウガクマンケンミテイ

				４．		農業経営者
連盟		活動支援による農業後者団体の育成　 カツドウシエンノウギョウコウシャダンタイイクセイ								前年同額：10万 　　 
事務局含め19名

				３．農業振興事業　／　技術（Skill） ノウギョウシンコウジギョウギジュツ

				１．		営農団体設立
支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した場合、初年度について、
10aあたり50,000以内 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンバアイショネンドイナイ				営農計画が村（農振協）に認定されること		農委意見書
及び活動確認

年度末の事業報告と次年度計画による実績補助 ノウイイケンショオヨカツドウカクニンネンドマツジギョウホウコクジネンドケイカクジッセキホジョ		5万*4営農団体=20万 マンエイノウダンタイマン

				２．		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農地にそば、小麦、大豆を播種する場合、初年度の種子費用について
50%以内
30% コイジョウキョウドウカンリノウチコムギダイズハシュバアイショネンドシュシヒヨウイナイ						農委意見書

植栽する農地が概ね10a以上 ノウイイケンショショクサイノウチオオムイジョウ		4.5ha*4.5千=202,500  *50%=101,250≒11万
  4.5ha　→4営農団体(4ha)+5組(0.5ha)
  4.5千　→10aあたりのそば、小麦、大豆の平均種子代

*30%=60,750≒6万 センマンエイノウダンタイクミセンコムギダイズヘイキンシュシダイマン

				３．		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械のﾘｰｽ費用について
10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） キカイヒヨウエンイナイコイジョウキョウドウカンリノウチバアイエンイナイコイジョウエイノウダンタイバアイエンイナイ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク				農委意見書

対象農地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上) ノウイイケンショタイショウノウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウ		32万+2.5万=34.5≒35万
　32万　→4営農団体*8,000
  2.5万　→5組(3戸以上として)*5,000 マンマンマンマンエイノウダンタイマンクミコイジョウ

				４．		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JAが設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽまたは、いちご栽培に要するﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽについて
補助残の20%以内 セッチケイヒホジョサイバイヨウホジョザンイナイ						農委意見書 ノウイイケンショ		36万+72万=108万≒110万
　 ①県単(50%)　②JAﾈｸｽﾄｱｸﾞﾘﾌﾟﾗﾝ(20%)
　JA：①+②=15a取組予定であり、合計30aとして、
 　ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ10aあたり300万として、30a=900万　　
　36万　→15a：450万*①(50%) *②(20%) =180万うち20%
　72万　→15a：450万*②(20%)=360万うち20%　
24万+30万=54万
　24万　→5a：150万*②(20%)=120万うち20%
  30万　→5a：150万の20%　　　　 マンマンマンマントリクミヨテイゴウケイマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマン

				５．		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材について、
資材費の20%以内 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイシザイヒイナイ				対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ		農委意見書 ノウイイケンショ		25万*33基*20%=165万
　25万　→　防霜ﾌｧﾝH22予定： 6aあたり1基≒25万
　　　　　　　 (但し、ﾌｧﾝ機能・農地地形により異なる)
　33基　→  果樹被害：20ha
　　　　　　　　(直近最多の30～50%被害面積)
             　　うち、団地部面積と費用対効果を加味し、
　　　　　　 　　　　　 設置面積が1/2として、10ha分
　　　　　　 　÷5年=2ha=200a
             　　÷6a/基 ≒33基

25万*10基*20%=50万             　 マンマンマンタダキノウノウチチケイコトキカジュチョッキンサイタヒガイメンセキダンチブメンセキヒヨウタイコウカカミセッチメンセキブンネンキキ

				６．		果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金について、
20%以内 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンイナイ						※1,000未満は切り捨てる ミマンキス		前年実績20万
　　H22：19.2万≒20万     ※20%→全体の10% ゼンネンジッセキマンマンマンゼンタイ

				７．		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金について
20%以内 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンイナイ						※1,000未満は切り捨てる ミマンキス		前年見込み40万
　　≒200万*20%=40万     ※20%→全体の4% ゼンネンミコマンマンマンゼンタイ

				８．		飼養家畜
へい獣処理
支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費について
牛1頭あたり50,000円以内 15,000
豚1頭あたり20,000円以内  5,000 シヨウカチクジュウショリカカケイヒウシトウエンイナイブタトウエンイナイ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク				※法定伝染病などは想定していない ホウテイデンセンビョウソウテイ		100万+60万=160万
  100万　30万→牛≒400頭 飼養
　　　　　　　　1/20(5%)が死亡として20頭*5万*1.5万
　 60万  15万→豚≒3000頭　飼養
　　　　　　　　1/100(1%)が死亡として30頭*2万*0.5万　

30万+15万=45万 マンマンマンマンマンウシトウシヨウシボウトウマンマンマンマンブタトウシヨウシボウトウマンマン

				９．		営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費
について、　　　　　　
事業費の10%以内 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒジギョウヒイナイ		100万円 マンエン

				１０．		農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ										前年同額：8万　　5万
交流ｾﾝﾀｰ内職員8名　（うち役場・NPO　7名） ゼンネンドウガクマンマンコウリュウナイショクインメイヤクバメイ



村づくり委
：加工施設、規格外加工、6次産業化
どの程度の具体案を考えるか？事業主体含む。検討年とする



別表一覧

		

				事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ								要件 ヨウケン

				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者または営農団体の長10,000円以内） アア								実際の経費と、補助経費の低い額を採用する ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象

*H24～　
家族経営協定を
要件に加たい ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウカゾクケイエイキョウテイヨウケンクワ		※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者とする。 タイショウニンテイノウギョウシャソンナイキョジュウシャソンナイノウチコウサクモノ

				小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、
生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン								※認農加算
※農委意見書

国及び県の補助対象にならない事業で1事業10万円以上		※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木または、そば、小麦、大豆の種子の購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギコムギダイズシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）				対象農用地が概ね1a以上 タイショウノウヨウチオオムイジョウ				JAﾈｸｽﾄｱｸﾞﾘﾌﾟﾗﾝ：りんごわい化、梨、市田柿、小梅、ﾌﾞﾄﾞｳ、桃、ｱｽﾊﾟﾗ　補助残		※品目加算
※改植も対象
※遊休地加算
※認農加算
※農委意見書		※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア				対象農用地が概ね1a以上 タイショウノウヨウチオオムイジョウ				1年目の実績補助		※農委意見書
　半年ごと状況確認

				有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ								実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		※補助率減
※農委意見書		被害のある農地または、そのおそれのある農地であること

				新規就農者
支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、
里親へ研修終了時に200,000円
引き続き就農後1年目の就農者について
月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイド								研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること ケンシュウシュウリョウゴソンナイテイジュウソンナイノウチコウサク

				農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				一人あたりの借入額200万円以下 ヒトリカリイレガクマンエンイカ

				認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				農業経営者
連盟支援 シエン		農業後者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウシャダンタイイクセイカカケイヒ		10万円以内 マンエンイナイ

				営農団体設立
支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000以内								年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※農委意見書及び活動確認		営農計画が村（農振協）に認定されること

				営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ				対象農用地が概ね10a以上 タイショウノウヨウチオオムイジョウ						※農委意見書

				農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ				対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上) タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウ				実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		※農委意見書

				農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JAが設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽまたは、いちご栽培に要するﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの新設または増設に係る経費 セッチケイヒホジョサイバイヨウシンセツゾウセツカカケイヒ		補助残の20%以内										※農委意見書

				農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内										※農委意見書		対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン								※1,000未満は切り捨てる

				野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン								※1,000未満は切り捨てる

				飼養家畜
へい獣処理
支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内								実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		※法定伝染病などは想定していない

				営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		100万円 マンエン

				農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		5万円以内 マンエンイナイ





五島加工 23.2.25

		

				事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ								要件 ヨウケン

				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者または営農団体の長10,000円以内） アア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン						※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ		※

				小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業10万円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書） ヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ						※認農加算
※農委意見書

国及び県の補助対象にならない事業で1事業10万円以上		※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木または、そば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		JAﾈｸｽﾄｱｸﾞﾘﾌﾟﾗﾝ：りんごわい化、梨、市田柿、小梅、ﾌﾞﾄﾞｳ、桃、ｱｽﾊﾟﾗ　補助残		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書 ヨウシノブノウヨウケンヨウ						※品目加算
※改植も対象
※遊休地加算
※認農加算
※農委意見書		※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ						※農委意見書
　半年ごと状況確認

				有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		被害の想定される農地又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ						※補助率減
※農委意見書		被害のある農地または、そのおそれのある農地であること

				新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ								研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること ケンシュウシュウリョウゴソンナイテイジュウソンナイノウチコウサク

				農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				一人あたりの借入額200万円以下 ヒトリカリイレガクマンエンイカ

				認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		10万円以内 マンエンイナイ

				営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000以内		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ				年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※農委意見書及び活動確認		営農計画が村（農振協）に認定されること

				営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ				対象農用地が概ね10a以上
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウ						※農委意見書

				農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ				実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		※農委意見書

				農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JAが設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽまたは、いちご栽培に要するﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの新設または増設に係る経費 セッチケイヒホジョサイバイヨウシンセツゾウセツカカケイヒ		補助残の20%以内				※要農委意見書 ヨウ

				農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内				※要認農要件
※要農委意見書 ヨウヨウケンヨウ						※農委意見書		対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※1,000未満切捨

				野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※1,000未満切捨

				飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		100万円 マンエン

				農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		5万円以内 マンエンイナイ
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						新規 シンキ		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ						新規 シンキ		事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ

				Ｇround(農地) ノウチ				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイケイヒ				Ｓkill(技術) ギジュツ		◎		営農団体
設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		新設の営農団体が遊休農地を5年以上利用権設定した経費 シンエイノウダンタイユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイケイヒ

								小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農地整備経費 ノウチセイビケイヒ						◎		営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		指定した種子経費 シテイシュシケイヒ

								遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		指定した苗木、種子経費 シテイナエギシュシケイヒ						◎		農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽ経費 キカイケイヒ

						◎		遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地の草刈、耕起委託経費 ユウキュウチクサカリコウキイタクケイヒ						◎		農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの新設、増設経費 シンセツゾウセツケイヒ

								有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		侵入防止資材経費 シンニュウボウシシザイケイヒ						◎		農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		防風、防霜資材経費 ボウフウボウシモシザイケイヒ

				People(人) ヒト		◎		新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修への支援 サトオヤケンシュウシエン								果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		掛金・賦課金の経費支援 カケキンフカキンケイヒシエン

								農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		借入金の償還経費 カリイレキンショウカンケイヒ						◎		野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		基金積立金の経費支援 キキンツミタテキンケイヒシエン

								認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		借入金の償還経費 カリイレキンショウカンケイヒ						◎		飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		へい獣処理経費 ジュウショリケイヒ

																		営農支援 エイノウシエン		営農団体施設の更新経費 エイノウダンタイシセツコウシンケイヒ

								農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイケイヒ								農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイシエン

						※		要件等について、申請前に必ずご相談ください（ふるさと振興課　ＴＥＬ　33-5127） ヨウケントウシンセイマエカナラソウダンシンコウカ
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				農　　　地 ノウチ						遊 休 地 ユウキュウチ						荒 廃 地 アラハイチ

						耕作困難 コウサクコンナン						維持困難 イジコンナン

						⇒						⇒

						⇔

						GPS

										13ha						130ha
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交C閲覧用

		

				事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ								要件 ヨウケン

				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者、又は営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者、又は営農団体の長10,000円以内） アマタア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン						※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウ		※

				小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度末までに要望書を提出することが必要 エンヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウ						※認農加算
※農委意見書

国及び県の補助対象にならない事業で1事業10万円以上		※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木、又はそば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギマタコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度末までに要望書を提出することが必要 ヨウシノブノウヨウケンヨウシンセイシャゼンネンドマツヨウボウショテイシュツヒツヨウ						※品目加算
※改植も対象
※遊休地加算
※認農加算
※農委意見書		※対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ						※農委意見書
　半年ごと状況確認

				有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		100,000円（3戸以上200,000円）
実際の経費と、補助経費の低い額を採用 エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ						※補助率減
※農委意見書		被害のある農地または、そのおそれのある農地であること

				新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ								研修終了後、村内に定住し村内の農地を耕作すること ケンシュウシュウリョウゴソンナイテイジュウソンナイノウチコウサク

				農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				一人あたりの借入額2,000,000円以下 ヒトリカリイレガクエンイカ

				認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ				年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※農委意見書及び活動確認		営農計画が村（農振協）に認定されること

				営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウ						※農委意見書

				農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ				実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		※農委意見書

				農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JA等が設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、又はいちご栽培に要するﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの新設または増設に係る経費 トウセッチケイヒホジョマタサイバイヨウシンセツゾウセツカカケイヒ		20%以内（又は補助残の20%以内） マタホジョザンイナイ		250,000円 エン		※要農委意見書 ヨウ

				農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内		30,000円（認定農業者60,000円）　防霜ﾌｧﾝ50,000円(認定農業者100,000円） エンニンテイノウギョウシャエンボウシモエンニンテイノウギョウシャエン		※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度末までに要望書を提出することが必要 ヨウヨウケンヨウ						※農委意見書		対象となる認定農業者とは．．． タイショウニンテイノウギョウシャ

				果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		※1,000円未満切捨 エン

				野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		※1,000円未満切捨 エン

				飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		1,000,000円 エン

				農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ

						計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

						JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ





規則改正

		

				事業の種類 ジギョウシュルイ		対象経費 タイショウケイヒ		補助率 ホジョリツ		限度額 ゲンドガク		備考 ビコウ

				農地流動化 ノウチリュウドウカ		5年以上の利用権設定（賃借権）した農用地に係る初年度の経費 ネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカショネンドケイヒ		新規設定は10a当たり10,000円以内（認定農業者、または営農団体の長20,000円以内）、
更新設定は10a当たり5,000円以内（認定農業者、または営農団体の長10,000円以内） アア		実際の経費と、補助経費の低い額を採用 ヒク		※適用期間延長
※農振以外も対象
※一般農家も対象
※対象となる認定農業者とは村内居住者であってかつ村内農地を耕作する者をいう（以下 要認農要件）
 ノウシンイガイタイショウイッパンノウカタイショウイカヨウニンノウヨウケン

				小規模土地改良 ショウキボトチカイリョウ		農業生産の向上を図るための整備経費
 ノウギョウセイサンコウジョウハカセイビケイヒ		事業費の20%以内（認定農業者40%以内）、生産調整の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円（生産調整150,000円） エンセイサンチョウセイエン		国及び県の補助対象にならない事業で1事業100,000円以上
※要認農要件
※地元農業委員による意見書の添付が必要（以下 要農委意見書）
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること エンヨウヨウケンジモトノウギョウイインイケンショテンプヒツヨウイカヨウガツマツ

				遊休農地
利活用対策 ユウキュウノウチリカツヨウタイサク		永年作物の苗木、またはそば、小麦、大豆、飼料作物の種子購入に要する初年度の経費
 エイネンサクモツナエギコムギダイズシリョウサクモツシュシコウニュウヨウショネンドケイヒ		改植20%以内（認定農業者40%以内）、遊休地への作付の場合30%以内（認定農業者50%以内）		100,000円 エン		対象農用地が概ね1a以上
※改植も対象
※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウシノブノウヨウケンヨウシンセイシャゼンネンドガツマツヨウボウショテイシュツ

				遊休地草刈
耕起委託費用 ユウキュウチクサカリコウキイタクヒヨウ		遊休地へのそば、小麦、大豆、飼料作物の播種を3年間継続する事を前提として所有者が草刈と耕起を委託した経費 ユウキュウチコムギダイズシリョウサクモツハシュネンカンケイゾクコトゼンテイショユウシャクサカリコウキイタクケイヒ		10a当たり3,000円以内 ア		1年目の実績補助		対象農用地が概ね1a以上
※要農委意見書
※半年ごと農業委員会による状況確認 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウハントシノウギョウイインカイジョウキョウ

				有害鳥獣
防護柵設置 ユウガイチョウジュウボウゴサクセッチ		有害鳥獣の農地への侵入防止柵設置に要する経費 ユウガイチョウジュウノウチシンニュウボウシサクセッチヨウケイヒ		資材費の30%以内（3戸以上の共有設置40%以内） シザイヒ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用
100,000円（3戸以上200,000円） エンコイジョウエン		被害の想定される農地、又はそのおそれのある農地に限定
※要農委意見書 ソウテイマタゲンテイヨウ

				新規就農者支援 シンキシュウノウシャシエン		里親研修2年目の研修生とその里親への研修支援 サトオヤケンシュウネンメケンシュウセイサトオヤケンシュウシエン		月額20,000円、研修終了時に250,000円、里親へ研修終了時に200,000円、引き続き就農後1年目の就農者について月額20,000円				研修とは、県の認定した里親研修制度をいう。研修終了後、村内に居住し村内の農地を耕作すること。 ケンシュウケンニンテイサトオヤケンシュウセイドキョジュウ

				農業後継者
資金利子補給 ノウギョウコウケイシャシキンリシホキュウ		担い手農業者が農業経営の向上を図るための借入金の償還に係る経費 ニナテノウギョウシャノウギョウケイエイコウジョウハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利3%以内、対象期間5年以内				　　　　　　　　　　　　　　　200万円
一人あたりの借入額2,000,000円以下 マンエンヒトリカリイレガクエンイカ

				認定農業者
育成確保資金
利子補給 ニンテイノウギョウシャイクセイカクホシキンリシホキュウ		認定農業者が農業経営の体質強化を図るための借入金の償還に係る経費 ニンテイノウギョウシャノウギョウケイエイタイシツキョウカハカカリイレキンショウカンカカケイヒ		利子補給年利0.5%以内、対象期間15年以内

				農業経営者
連盟支援 シエン		農業後継者団体の育成に係る経費　 ノウギョウコウケイシャダンタイイクセイカカケイヒ		100,000円以内 エンイナイ

				営農団体設立支援 エイノウダンタイセツリツシエン		5戸以上による営農団体の長が、営農計画に沿って新たに遊休農地を5年以上利用権設定（賃借権）した農用地に係る経費 コイジョウエイノウダンタイチョウエイノウケイカクソアラユウキュウノウチネンイジョウリヨウケンセッテイチンシャクケンノウヨウチカカワケイヒ		10aあたり50,000円以内 エン		年度末の事業報告と次年度計画による実績補助		※営農計画が村（農業振興協議会）に認定されること
※要農委意見書
※年１回農業委員会における活動発表を行う ノウギョウシンコウキョウギカイヨウネンカイノウギョウイインカイハッピョウオコナ

				営農団体種子
購入費用 エイノウダンタイシュシコウニュウヒヨウ		3戸以上で共同管理する農用地にそば、小麦、大豆、飼料作物を播種する場合の初年度の種子経費 コイジョウキョウドウカンリノウヨウチコムギダイズシリョウサクモツハシュバアイショネンドシュシケイヒ		種子費用の30%以内 シュシヒヨウ		30,000円 エン		対象農用地が概ね10a以上
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウヨウ

				農業用機械
ﾘｰｽ費用 ノウギョウヨウキカイヒヨウ		機械ﾘｰｽに係る経費 キカイカカケイヒ		10aあたり3,000円以内（3戸以上で共同管理する農用地の場合5,000円以内、5戸以上の営農団体の場合8,000円以内） ヨウ		実際の経費と、補助経費の低い額を採用する		対象農用地が概ね1a以上(3戸以上は10a以上、5戸以上は20a以上)
※要農委意見書 タイショウノウヨウチオオムイジョウコイジョウイジョウコイジョウイジョウヨウ

				農業用施設
設置費用 ノウギョウヨウシセツセッチヒヨウ		JA等が設置経費を補助したﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、またはいちご栽培に要するﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽの新設または増設に係る経費 トウセッチケイヒホジョサイバイヨウシンセツゾウセツカカケイヒ		補助残の20%以内
資材費の20%以内（補助事業は補助残の20%以内） シザイヒホジョジギョウホジョザンイナイ		250,000円 エン		※要農委意見書 ヨウ

				農作物等災害
対策 ノウサクモツトウサイガイタイサク		露地栽培において、自然災害を未然に防止するために設置する防風、防霜資材に係る経費 ロジサイバイシゼンサイガイミゼンボウシセッチボウフウボウシモシザイカカケイヒ		資材費の20%以内		防霜ﾌｧﾝ50,000円(認定農業者100,000円）、その他は30,000円（認定農業者60,000円）　 ボウシモエンニンテイノウギョウシャエンタ		※要認農要件
※要農委意見書
※申請者は前年度の１２月末までに要望書を提出すること ヨウヨウケンヨウガツマツ

				果樹共済加入
推進対策 カジュキョウサイカニュウスイシンタイサク		果樹共済に係る共済掛金・賦課金の経費 カジュキョウサイカカキョウサイカケキンフカキンケイヒ		掛金・賦課金の20%以内 カケキンフカキン		　1,000円
※100円未満切捨 エンエン

				野菜価格安定
対策 ヤサイカカクアンテイタイサク		野菜価格安定基金積立金の経費 ヤサイカカクアンテイキキンツミタテキンケイヒ		積立金の20%以内 ツミタテキン		　1,000円
※100円未満切捨 エンエン

				飼養家畜
へい獣処理支援 シヨウカチクジュウショリシエン		飼養家畜のへい獣処理に係る経費 シヨウカチクジュウショリカカケイヒ		牛1頭あたり15,000円以内
豚1頭あたり5,000円以内		実際の経費と、補助経費の低い額を採用		※法定伝染病は除く ノゾ

				営農支援 エイノウシエン		営農団体が有する施設の更新に要する経費 エイノウダンタイユウシセツコウシンヨウケイヒ		事業費の10%以内		　100万円
1,000,000円 マンエンエン

				農業技術者
連絡協議会 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイ		農業技術者連絡協議会の取組支援 ノウギョウギジュツシャレンラクキョウギカイトリクミシエン		50,000円以内 エンイナイ

						計画性のある事業のため、原則、次年度当初予算として要望額を計上する（農作物災害対策はﾌｧﾝのみ） ケイカクセイジギョウゲンソクジネンドトウショヨサンヨウボウガクケイジョウノウサクモツサイガイタイサク

						JAのNAP等の対象者は、事前にそれらを活用するよう指導（補助残を村単対応） トウタイショウシャジゼンカツヨウシドウホジョザンソンタンタイオウ





